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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年８月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１０月３１日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方沖５２１海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°４０.０′ 東経１５１°３２.０′） 

事故調査の経過  平成２６年２月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 橋村
はしむら

照
てる

丸、１９トン 

      ＫＯ２－６３３６（漁船登録番号）、株式会社はしむら 

   １６.６３ｍ（Lr）×４.３０ｍ×２.１３ｍ、ＦＲＰ 

      ディーゼル機関、７３５.５０kＷ、平成９年４月１７日 

   第２８２－１７０８４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 誠喜
せいよし

丸、１９トン 

   ＭＺ２－２００２７（漁船登録番号）、有限会社誠喜丸 

   １４.８８ｍ（Lr）×４.５１ｍ×２.１１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、６１０.００kＷ、平成１０年１０月１８日 

第２８２－１７７３０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成８年１０月１５日 

    免許証交付日 平成２３年６月２９日 

         （平成２８年１０月１４日まで有効） 

 機関長Ａ 男性 ５３歳 

   六級海技士（機関） 

    免 許 年 月 日 平成１２年７月２４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年６月２９日 

    免状有効期間満了日 平成２７年７月２３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成８年９月１９日 

    免許証交付日 平成２３年３月１１日 

           （平成２８年９月１８日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に割損及び凹損 

Ｂ 左舷船首に破口 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａほか７人が乗り組み、漁労長を兼ねる

機関長Ａが操舵室で航海当直を行い、自動操舵により、漁場へ向けて

犬吠埼東方沖を針路約０９０°（真方位、以下同じ。）速力（対地速

力、以下同じ。）約７ノット（kn）で航行していた。 

 機関長Ａは、平成２５年１０月３１日０５時００分ごろ、レーダー

画面で右舷方約１０ＭにＢ船らしき映像を認め、安全を期すため、０

５時５０分ごろ手動操舵に切り換え、波が高くて見通しが悪い状況下

でＢ船の動静を気にしながら、操船を行っていたところ、突然、右舷

方約１０ｍに接近するＢ船を認め、減速して左舵を取ったものの、０

６時３０分ごろ、犬吠埼東方沖において、Ａ船の右舷船首とＢ船の左

舷船首とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか６人が乗り組み、犬吠埼東方沖を針路約

０３０°速力約７～８kn で自動操舵によって航行し、投縄作業を行っ

ていた。 

 船長Ｂは、操舵室で単独の航海当直を行い、椅子に腰を掛けて見張

りを行っていたところ、突然、左舷方至近に接近するＡ船を認め、機

関を後進にかけたものの、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、乗組員及び船体の状況をそれぞれ確認し、Ｂ

船が投入した漁具を回収後、１６時００分ごろ両船が航行を始め、不

測の事態に備えるために千葉県沖までお互いを監視しながら、併走を

続け、Ａ船が宮城県塩竃市塩釜漁港へ、Ｂ船が宮崎県川南町川南漁港

にそれぞれ帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ６、視界 良好 

海象：波高 約４.０ｍ 

本事故当時の太陽の方位：１１９° 

本事故当時の太陽の高度：１３.４° 

 その他の事項 

 

機関長Ａは、本事故後、椅子に腰を掛けた状態で操船を行っていた

ことから、右舷後方が死角（視界が制限される状態）になっており、

また、波が高くて小型船を視認しにくい状況だったので、Ｂ船の発見

が遅れたものと思った。 

船長Ｂは、本事故当時、レーダーを使用していたが、風が強くて波

が高かったので、海面反射の映像があり、Ａ船の映像を認めておら

ず、また、椅子に腰を掛け、背もたれに寄り掛かった状態で見張りを

行っていたことから、左舷後方が死角になっていた。 

船長Ｂは、本事故後、Ａ船の操船者は、太陽光がまぶしく、Ｂ船が

見えなかったものと思った。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、犬吠埼東方沖を東進中、波があって小型船を視認しにくい

状況下、機関長Ａが、レーダー画面でＢ船と思われる映像を確認して

手動操舵に切り換えた後、Ｂ船の動静を気にしていたものの、右舷方

約１０ｍに接近したＢ船を認めたことから、減速して左舵を取ったも

のの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、犬吠埼東方沖で北北東進して投縄作業中、波があって小型

船を視認しにくい状況下、船長Ｂが、レーダー画面に海面反射の映像

があり、Ａ船の映像を認めていなかったことから、左舷方至近に接近

したＡ船を視認し、機関を後進にかけたものの、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、犬吠埼東方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が北北東進

して投縄作業中、機関長Ａが右舷方約１０ｍに接近したＢ船を認め、

また、船長Ｂが、レーダー画面に海面反射の映像があり、Ａ船の映像

を認めていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常に全方位の見張りを適切に行うこと。 

・波があるときは、小型船がレーダーに映りにくいことがあるの

で、慎重に見張りを行うこと。 

 


